
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆議題の趣旨◆ 

  市立函館南茅部病院移転新築事業について協議しました。 

◆協議の結果◆ 

  原案のとおり，本件の内容は了承されました。 

◆主な発言◆ 

  

■深草病院局管理部長 

  それでは市立函館南茅部病院移転新築事業について協議をお願いする。内容に

つきましては担当課長の方から説明する。 

 

■熊木病院局管理部経理課長 

  それでは，市立函館南茅部病院移転新築基本構想の案について概要を説明す

る。 

南茅部病院は昭和 50年の竣工で築 48年を経過し老朽化しており，津波災害警

戒区域に位置していること。地域の人口減少により患者数が減少し，毎年多額の

資金不足が生じていること。新たな施設整備には，今年度中に策定する「公立病

院経営強化プラン」に今後の医療提供のあり方についてその方向性を示し，総務

省と協議する必要があること。この３点を踏まえ，新たな施設に必要な機能や規

模，建設場所の考え方などの方向性を示す基本構想を策定する。 

南茅部病院の現況について，現状，診療科目が内科，小児科，外科，整形外科

で病床数は 59床，職員数は 54人。経営状況としては，毎年度約 1億円の赤字と
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なっている。 

課題解決に向けた今後の方向性について，津波災害警戒区域外の交通の便の良

い場所へ移転する。20床以上の病院の運営は経営上困難であるため，19床以下の

診療所化を進める。現状と同様の救急医療を継続するほか，函病など基幹病院と

の連携を図り，回復期のリハビリ機能を有する病床を整備する。この３点を掲げ

ている。 

この方向性に基づく診療所整備の基本方針について，自宅に帰る前の回復期の

入院治療を住み慣れた地域でも可能とし，かかりつけ医として幅広い疾患に対応

するため，診療科目は内科と外科。病床数は 19 床以下で施設規模は延べ床面積

1,500～2,000㎡程度。建設地は津波災害警戒区域外で，利便性を考慮し，南茅部

支所敷地内を想定している。事業費および財源は今後策定される基本計画等の段

階で積算したいと考えている。 

今後のスケジュールについて，新施設での開院は最短で４年後の令和９年の４

月と考えている。今年度中に南茅部病院の移転を含めた，経営強化プランを策定

する必要があるため，この基本構想を公表後，６月議会に基本計画策定支援業務

委託料の補正予算を計上したいと考えている。年度内には，基本計画と経営強化

プランを策定し，令和６年度から７年度にかけて基本設計および実施設計を実

施，令和７年度末から新築工事に着手し，最短で令和９年４月に開院と考えてい

る。 

以上が南茅部病院移転新築に関しての概要と今後のスケジュールとなる。 

 

■佐藤副市長 

  ２点確認したい。中身について，説明の趣旨は十分理解できるが，19床以下の

診療所ということで，現在の南茅部地区における入院患者数とマッチしているか

というのがまず１点目。 

２点目はスケジュールであるが，今年度に経営強化プランの策定，さらには基

本計画策定業務委託をするため，プロポーザルで事業者を決めて，８月下旬から

着手するにしても 12 月末にまとめる必要があるということで非常にタイトに思

う。このあたりの進捗のタイト感についてどのように考えているか。その２点に

ついて確認したい。 

 

■熊木病院局管理部経理課長 

  まず，入院患者数と病床数について，医療法では病院は 20 床以上の病床を有

するものとなっており，医師の人員配置や構造設備等についても相当程度充実し

たものが要求されているが，19床以下の診療所については病院に比べて施設基準

が緩やかになっている。 



また，現在の南茅部病院の患者数は地域の人口減少に比例して減少を続けてお

り，令和４年度における１日平均入院患者数は約 27人。３月末時点では入院患者

数が 20人となっている。今後も患者数は減少していくことが予想される。 

これらのことから 20 床以上の病院を運営する場合，医療従事者の人員の確保

や運営におけるコスト面でも厳しいものがあると考えており，持続可能な医療の

提供には 19床以下の診療所としての建替えが適当であろうと考えている。 

またスケジュールに関し，他都市の病院でもプロポーザルで基本計画の策定業

務を委託しているが，その多くが公告から１カ月程度でヒアリングを実施してお

り，他のプロポーザルにおいても１カ月から２カ月弱というのが一般的となって

いる。 

そのため，議決後の７月中旬からの公告で８月末の委託業者決定は可能と考え

ている。現在のスケジュールは他都市の診療所のスケジュールを参考に最短の場

合を示したものであり，その後も病院の新築や改築にあたっては，総務省との協

議が必要となることから， 設計や施工についても，最近の情勢や事業者などとも

打ち合わせの中で調整していきたいと考えている。 

    

■阿部企画部長 

 他に意見がないようなので，原案のとおり了承とさせていただく。 

 


